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社労士ネット通信 
第１１号（平成２３年２月２１日） 

 
 

― 入来院重宏 会長 ― 

＋＊＋＊プロフィール＊＋＊＋ 

2000 年に社会保険労務士試験に合格。2001 年に鹿児島県で勤務

社労士登録。2002 年に損害保険会社を退職し、東京都港区でキリン

社会保険労務士事務所を開業。2003 年に中央区日本橋へ移転。 

＋＊＋＊主な仕事＊＋＊＋ 

現在顧問契約を結ぶ農業法人や農林畜産関係団体・企業は、約 40

社（団体）あり、労働・社会保険の手続、給与計算、相談業務等の

日常業務を行っているほか、顧客などに向けた情報提供として毎週

「キリン通信」を発行しています。 

最近では、指紋認証装置による勤怠管理システムを導入し、農業

法人などを中心に勤怠管理と給与計算業務をトータルで引き受け

ています。 

「農業就業者の労務管理」「外国人技能実習生の労務管理」「農業の労働・社会保険」な

ど農業経営者を対象とする研修会での講師も年間 20 回以上引き受けており、また、「農業

雇用改善会議委員」（厚労省）「農の雇用事業推進委員会委員」（農水省）等の公職や雑誌や

専門誌等への執筆の仕事も年々増えています。 

＋＊＋＊農業との関わり＊＋＊＋ 

 脱サラ・社労士開業にタイミングを合わせるかのように、農業の大規模化や法人化が推

進され始めていました。農業が「労務管理」の啓蒙・普及活動の必要性が増しているなか、

会社員時代からの付き合いもあり、労務管理や労働・社会保険に関する研修会の講師の仕

事や執筆の仕事の依頼を受けるようになりました。 

＋＊＋＊今後の抱負や農業への期待＊＋＊＋ 

雇用状況の厳しい中、地域雇用の受け皿として農業法人等が注目される機会も増えてい

ますが、従来農業は家族経営が基本であったため、一般的に労働条件面で他産業に見劣り

することは否めません。私が関わることで、この分野での雇用の改善につながれば嬉しい

し、やりがいも感じています。 

私は、農業の労働条件の改善ポイントとして、①賃金額の引き上げ（平均年収 300 万円

へ）②働く意欲につながる安定した賃金制度への転換（時給制・日給制から月給制へ）、

③社会保険の加入、の三つを挙げたいと思います。 

 また、今後、社労士ネットを会員間の情報交換・共有する場に育てていき、会員同士が

尊敬し合える同業仲間として、切磋琢磨し合える関係を築いていける場にしたいと考えて

います。 

会 員 の 声 

◆事務局便り◆ 
 ２月２２日現在、社労士ネット会員は３１都府県から７２名までに増えています。どんな

先生がネットワークに加わっていただいているのか？会員の皆さまも非常に気になってお

られると思います。今後、通信を通して、先生方の紹介も行っていきます。 

キリン社会保険労務士事務所のＵＲＬ：http://www.kirin-office.com/index.html 

 

mailto:roumu@nca.or.jp�
http://www.kirin-office.com/index.html�

